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新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る学校臨時休業中の対応について 
 

４月８日付け通知にてお知らせしたとおり、４月１０日（金）～５月６日（水）までの間、横瀬町立小・中学

校については臨時休業となります。 

 臨時休業中の対応につきましては、下記のとおり予定しておりますのでご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。なお、今後の対応につきましては、学校ホームページ等にて適宜お知らせいたしますので、日々

ご覧ください。 

 

記 

 

１ 臨時休業について 

・４月１０日（金）～５月６日（水）まで臨時休業とします。 

 

２ 臨時休業中の登校日について 

 ・各学校において登校日を設ける場合には、各学校のホームページにてお知らせいたしますので、ご確認くだ

さい。 

 

３ 子供の特例的な受入れについて 

 ・小学校低学年（新１、新２年生）や特別支援学級の児童・生徒で、自宅で一人で過ごすことができない場合 

（例：保護者等が就業しており、どうしても仕事を休めない場合）は、学校施設で受け入れます。 

＜子供の特例的な受入れについての詳細＞ 

・受入れ対象となる子供は、学童保育室入室者を除く、小学校低学年（１、２年生）と特別支援学級の

児童・生徒とする。 

・子供を受け入れる時間帯は、８：３０～１５：００までとする。 

（ただし、受入れ開始時間は８：３０～９：００とし、それ以降の受入れは行わない。） 

・子供の送迎については保護者が責任をもつこと。 

・子供の安全管理については保護者が責任をもつこと。 

・給食は支給されないので、必要に応じて弁当や水筒を持参すること。 

・参加者は検温結果等の健康状態の報告を行うこと。 

・37.5℃以上の熱がある場合や諸症状がみられる場合には参加しないこと。 

（37.0℃以上の熱がある場合、受入れをお断りすることもある。） 

・原則として、マスクを着用して参加すること。 

・授業は実施しないので、各自が自習課題（ぬり絵、迷路、本等は可。複数人で行うカードゲーム等は

不可）を持参すること。 

 

 

４ 感染予防について 

 ・毎日の検温や、健康状態の確認は引き続きお願いいたします。 

 ・不要不急の外出を避け、感染予防に努めてください。 

 

※臨時休業中の対応についての詳細は、今後の状況によって変更となる場合があります。変更点については学校

ホームページにてお知らせしますので、日々ご確認ください。 


